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告　
示

○
自
衛
官
の
募
集
期
間
（
三
〇
一
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
自
衛
官
採
用
試
験
の
試
験
期
日
等
（
三
〇
二
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
１

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
（
三
〇
三
・
団
体
指

　

導
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
保
安
林
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
三
〇
四
・
水
と
緑
の
森
づ
く
り

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
総
合
防
災
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

○
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
一
〇
九
）
…
…
…
…
３

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

　

数
（
一
一
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

○
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

　

（
一
一
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
一
号

　

平
成
二
十
一
年
度
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集
期
間
が

次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令

第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

募
集
期
間

　

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
一
日
ま
で

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
二
号

　

平
成
二
十
一
年
度
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
採
用
試
験
の

試
験
期
日
及
び
試
験
場
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十

八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
号

　

次
の
加
入
区
に
つ
い
て
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め

た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
市
南
加
入
区

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
田
県
告
示
第
三
百
四
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
上
川
内
字
大
又
七
六
、
七
七
の
二

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
大
又
七
六
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な

い
。

　
　

⑶　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関

係
書
類
を
農
林
水
産
部
水
と
緑
の
森
づ
く
り
課
、
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部

及
び
由
利
本
荘
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　

次
の
と
お
り
特
定
調
達
に
係
る
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の

六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

㈠　

委
託
名

　
　
　

衛
星
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
点
検
整
備
委
託

　

㈡　

委
託
場
所

　
　
　

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
県
庁
第
二
庁
舎
（
統
制
局
）
他
百
か

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

試
験
期
日

試　
　
　

験　
　
　

場

募
集
地
域

名　
　

称

位　
　

置

受
付
時
に

指
定
す
る

日

陸
上
自
衛
隊
秋

田
駐
屯
地

秋
田
市
寺
内
字

将
軍
野
一
番
地
秋
田
県
全
地
域

大
館
地
域
職
業

訓
練
セ
ン
タ
ー

大
館
市
有
浦
一

丁
目
八
番
三
十

三
号

大
館
市　

鹿
角
市　

北
秋
田
市　

鹿
角
郡

北
秋
田
郡

能
代
市
南
部
公

民
館

能
代
市
河
戸
川

南
後
田
百
三
十

四
番
一
号

能
代
市　

山
本
郡

学
校
法
人
ノ
ー

ス
ア
ジ
ア
大
学

秋
田
市
下
北
手

字
守
沢
四
十
六

番
一
号

秋
田
市　

男
鹿
市　

潟
上
市　

南
秋
田
郡

鶴
舞
会
館

由
利
本
荘
市
瓦

谷
地
一
番

由
利
本
荘
市

に
か
ほ
市

大
仙
市
大
曲
交

流
セ
ン
タ
ー

大
仙
市
大
曲
日

の
出
町
二
丁
目

七
番
五
十
三
号

大
仙
市　

仙
北
市　

仙
北
郡

横
手
市
民
会
館
横
手
市
南
町
十

三
番
一
号

横
手
市　

湯
沢
市　

雄
勝
郡
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㈢　

委
託
内
容

　
　
　

秋
田
県
総
合
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
の
基
幹
と
な
る
衛
星
通
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
で
あ
り
、
県
本
庁
と
各
地
域
振
興
局
、
各
市
町
村
、
各
消
防
本

部
及
び
各
防
災
関
係
機
関
と
の
間
で
衛
星
無
線
通
信
を
確
保
し
て
い
る

秋
田
県
防
災
行
政
無
線
の
中
核
と
な
る
部
分
で
あ
る
。
消
防
庁
か
ら
の

地
震
や
津
波
に
関
す
る
緊
急
連
絡
、
さ
ら
に
は
気
象
庁
の
発
す
る
気
象

警
報
な
ど
を
迅
速
に
こ
れ
ら
機
関
に
送
信
し
、
災
害
を
最
小
限
度
に
食

い
止
め
る
た
め
の
緊
急
通
信
手
段
と
し
て
使
用
し
て
い
る
ほ
か
、
通
常

業
務
で
は
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
と
し
て
も
使
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
災
害

時
の
有
線
電
話
網
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
は
、
防
災
関
係
機
関
で
の
唯
一

の
通
信
網
と
な
る
位
置
づ
け
の
性
格
を
有
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
。
こ
れ
ら
シ
ス
テ
ム
の
構
成
装
置
の
点
検
整
備
を
行
い
、
シ
ス
テ
ム

全
体
の
動
作
を
確
認
、
検
証
す
る
。

　

㈣　

委
託
期
間

　
　
　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

　

㈤　

入
札
の
方
法

　
　
　

本
委
託
は
、
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
、
入
札
等
の
手
続
を
電
子
入

札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
が

た
い
者
（
秋
田
県
公
共
事
業
電
子
入
札
運
用
基
準
（
以
下
「
電
子
入
札

運
用
基
準
」
と
い
う
。
）
第
八
又
は
第
九
の
規
定
に
よ
り
入
札
執
行
者

が
認
め
た
場
合
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
紙
入
札
方
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

二　

入
札
参
加
資
格

　
　

入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
者
と
す
る
。

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

　

㈡　

秋
田
県
の
指
名
停
止
措
置
を
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
期
限
の
日
か

ら
当
該
委
託
の
入
札
の
日
ま
で
の
間
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

　

㈢　

本
委
託
の
特
性
か
ら
以
下
の
事
項
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

⑴　

点
検
時
、
技
術
者
常
駐
可
能
な
こ
と
。

　
　

⑵　

不
慮
の
事
故
の
障
害
に
も
迅
速
に
対
応
可
能
と
な
る
よ
う
、
通
信

機
器
の
製
造
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
こ
と
。

　
　

⑶　

他
県
な
ど
に
同
様
の
シ
ス
テ
ム
納
入
実
績
が
あ
る
こ
と
。

　

㈣　

電
子
入
札
運
用
基
準
第
三
に
基
づ
く
利
用
者
登
録
を
行
っ
て
い
る
こ

と
。

三　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
の
提
出
等

　

㈠　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請

書
及
び
入
札
参
加
資
格
確
認
資
料
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請

書
等
」
と
い
う
。
）
を
次
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑴　

提
出
書
類
等

　
　
　
　

競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）

　
　

⑵　

提
出
方
法

　
　
　
　

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
。

　
　
　
　

た
だ
し
、
紙
入
札
方
式
に
よ
る
場
合
（
電
子
入
札
運
用
基
準
に
基

づ
き
入
札
執
行
者
が
紙
入
札
方
式
に
よ
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
秋
田
県
知
事
公
室
総
合
防
災
課
計
画
・
情

報
班
に
一
部
持
参
す
る
こ
と
。

　
　

⑶　

提
出
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
同
月
八
日

（
水
）
午
後
五
時
ま
で
（
サ
ー
バ
停
止
時
間
を
除
く
。
）

　
　

⑷　

用
紙
の
配
布

　
　
　
　

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
。

　

㈡　

入
札
参
加
資
格
の
確
認
は
、
開
札
後
に
原
則
と
し
て
落
札
者
と
す
る

た
め
の
確
認
を
行
う
必
要
が
あ
る
入
札
参
加
者
（
以
下
「
落
札
候
補

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
い
、
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
確
認
は

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

㈢　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
請
書
等

を
提
出
し
た
後
落
札
者
が
決
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
入
札
参
加

資
格
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
開
札
前
に
あ
っ
て
は
入
札

辞
退
届
を
、
開
札
後
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
速
や

か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四　

設
計
図
書
等
の
閲
覧

　
　

本
委
託
に
係
る
仕
様
書
、
図
面
、
入
札
説
明
書
、
金
額
を
記
載
し
な
い

内
訳
書
、
入
札
心
得
及
び
入
札
参
加
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
（
以
下

「
設
計
図
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧
は
、
次
に
よ
り
行
う
。

　

㈠　

閲
覧
方
法
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
の
入
札
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
。

　

㈡　

閲
覧
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
）
ま
で

五　

設
計
図
書
等
に
対
す
る
質
問
及
び
回
答

　

㈠　

設
計
図
書
等
に
対
す
る
質
問
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
日
（
金
）

ま
で
に
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

㈡　

上
記
質
問
に
対
す
る
回
答
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日
（
月
）

ま
で
に
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
。

六　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

　

㈠　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

　
　

⑴　

入
札
保
証
金

　
　
　
　

規
則
第
百
六
十
条
及
び
第
百
六
十
一
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
六
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
免
除
す
る
。

　
　

⑵　

契
約
保
証
金

　
　
　
　

規
則
第
百
七
十
七
条
及
び
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
七
十
八
条
第
一
号
ま
た
は
第
二
号
に
該

当
す
る
場
合
は
免
除
す
る
。

七　

入
札
書
等
の
提
出
等

　

㈠　

提
出
方
法

　
　
　

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
。

　
　
　

た
だ
し
、
紙
入
札
方
式
に
よ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
秋
田
県
知
事
公
室

総
合
防
災
課
計
画
・
情
報
班
に
持
参
す
る
こ
と
。

　

㈡　

提
出
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
（
水
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
同
月
十

五
日
（
水
）
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
（
サ
ー
バ
停
止
時
間
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
紙
入
札
方
式
に
よ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
㈢
の
開
札
予
定
時
刻

ま
で
に
入
札
書
を
持
参
し
提
出
す
る
と
と
も
に
、
開
札
に
立
ち
会
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

㈢　

開
札
予
定
時
刻

　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
六
日
（
木
）
午
前
十
時

　

㈣　

入
札
書
に
記
載
す
る
金
額

　
　
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金

額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ

た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

　

㈤　

そ
の
他

　
　

⑴　

入
札
執
行
回
数
は
、
二
回
ま
で
と
す
る
。

　
　

⑵　

開
札
の
結
果
、
入
札
参
加
者
が
一
者
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
入
札
を
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

八　

落
札
者
の
決
定
方
法

　

㈠　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
入
札
し
た
者
の
う
ち
、
入
札
価
格
が

最
も
低
い
者
を
落
札
候
補
者
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
価

格
が
最
も
低
い
者
が
二
者
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
電
子
入
札
運
用
基
準

第
十
五
に
定
め
る
く
じ
の
方
法
に
よ
り
順
位
を
決
定
し
、
最
上
位
者
を

落
札
候
補
者
と
す
る
。

　

㈡　

㈠
の
落
札
候
補
者
に
つ
い
て
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
行
い
、
資
格

を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
と
き
は
、
当
該
落
札
候
補
者
を
落
札
者
と
す
る
。

　
　

⑴　

落
札
候
補
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た

履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
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⑵　

落
札
候
補
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を

乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き

　

㈢　

㈡
に
よ
っ
て
は
落
札
者
が
決
定
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
予
定
価
格
の

制
限
の
範
囲
内
で
入
札
し
た
者
の
う
ち
、
入
札
価
格
が
当
該
落
札
候
補

者
の
次
に
低
い
者
（
該
当
す
る
者
が
二
者
以
上
で
あ
る
場
合
は
㈠
後
段

の
方
法
に
よ
り
最
上
位
者
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
落
札
候
補
者

が
く
じ
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
者
で
あ
る
場
合
は
当
該
く
じ
の
次
順
位
者

と
す
る
。
）
を
落
札
候
補
者
と
し
、
㈡
の
確
認
等
を
行
う
も
の
と
す

る
。

　

㈣　

落
札
者
が
決
定
す
る
ま
で
、
上
記
方
法
を
順
次
繰
り
返
す
も
の
と
す

る
。

　

㈤　

契
約
担
当
者
は
、
㈡
に
お
い
て
入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
と

決
定
し
た
と
き
は
、
資
格
な
し
と
決
定
さ
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た

資
格
確
認
結
果
通
知
書
を
当
該
落
札
候
補
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

　

㈥　

㈤
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
通
知
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

二
日
（
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二

十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と

い
う
。
）
を
含
ま
な
い
。
）
以
内
に
、
契
約
担
当
者
に
対
し
て
書
面
に

よ
り
資
格
な
し
と
決
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
㈤
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
請
求
を
し
な

か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
入
札
結
果
の
公
表
が
行
わ
れ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
十
日
（
休
日
を
含
ま
な
い
。
）
以
内
に
、
契
約
担
当
者

に
対
し
て
苦
情
の
申
立
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

九　

入
札
の
無
効

　
　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

　

㈠　

入
札
参
加
資
格
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
し
た
入
札

　

㈡　

開
札
日
か
ら
落
札
決
定
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
二
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
者
の
し
た
入
札

　

㈢　

同
一
の
入
札
に
つ
い
て
二
以
上
の
入
札
を
し
た
者
の
入
札

　

㈣　

同
一
の
入
札
に
つ
い
て
二
人
以
上
の
入
札
者
の
代
理
人
と
な
っ
た
者

の
入
札

　

㈤　

談
合
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
入
札

　

㈥　

入
札
書
の
記
載
事
項
が
脱
落
し
、
若
し
く
は
不
明
瞭
で
判
読
で
き
な

い
入
札
又
は
首
標
金
額
を
訂
正
し
た
入
札

　

㈦　

委
任
状
を
持
参
し
な
い
代
理
人
の
し
た
入
札

　

㈧　

記
名
押
印
を
欠
く
入
札
（
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
電
子
証
明
書
を
取
得
し
て
い
な
い
者
の
し
た
入
札
）

　

㈨　

紙
入
札
方
式
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
開
札
に
立
ち
会

わ
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札

　

㈩　

上
記
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
示
し
た
条
件
に
違
反
す
る
と
認
め

ら
れ
る
入
札

十　

そ
の
他

　

㈠　

入
札
に
関
す
る
説
明
会
及
び
現
場
説
明
会
は
実
施
し
な
い
。

　

㈡　

入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
実
施
し
な
い
。
た
だ
し
、

必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

㈢　

入
札
参
加
者
は
、
設
計
図
書
等
を
熟
知
し
、
入
札
心
得
及
び
入
札
に

あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

㈣　

落
札
決
定
か
ら
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
落
札
者
が
二
に
掲

げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
契
約
担
当
者
は
、

当
該
落
札
者
と
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

㈤　

本
公
告
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
、
地
方
自

治
法
施
行
令
、
規
則
及
び
秋
田
県
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
実
施
要
綱

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
一　

問
い
合
わ
せ
先

　

㈠　

入
札
に
関
す
る
事
項

　
　
　

秋
田
県
知
事
公
室
総
合
防
災
課
計
画
・
情
報
班

　
　
　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

電
話
番
号
〇
一
八
（
八
六

〇
）
四
五
六
七

　

㈡　

設
計
図
書
に
関
す
る
事
項

　
　
　

秋
田
県
知
事
公
室
総
合
防
災
課
計
画
・
情
報
班

　
　
　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号　

電
話
番
号
〇
一
八
（
八
六

〇
）
四
五
六
七

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
新
波
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
に
つ

き
、
そ
の
工
事
を
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

佐　

竹　

敬　

久

秋
選
管
告
示
第
百
九
号

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

　
　
　

公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
秋
選
管
告
示
第
二
号
）
の
一
部

を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
選
管
告
示
第
百
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

五
十
分
の
一
の
数　
　
　

一
八
、
七
二
四

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
二
、
六
九
三

　
　
　
　

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

秋
選
管
告
示
第
百
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

　
　

Sum
m

ary
　

　
１

　
Subject　

m
atter　

of　
Contract：

M
aintenance　

　
　

　
Service　

for　
a　

satellite　
com

m
unications　

netw
ork　

　
　

　
of　

Lascom
　

　
２

　
Contracting　

Period：
From

　
July　

1，
2009　

to　
july

　
　

　
14，

2009
　

　
３

　
T

im
e　

lim
it　

for　
subm

itting　
tender：

10:00　
july　

　
　

　
16，

2009
　

　
４

　
Contact　

point　
for　

the　
notice：

D
isaster　

　
　

　
Prevention　

D
ivision，

A
kita　

prefectural，
sannou　

　
　

　
3-1-1，

A
kita　

City，
A

kita　
prefecture，

japan　
010-8572

　
　

　
T

EL　
018-860-4567（

Japanese　
only）

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

身
体
障
害
者
療
護
施
設

あ
す
な
ろ

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
仁
吾
平
十
六

番
地

障
害
者
支
援
施
設
あ
す

な
ろ

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
仁
吾
平
十
六

番
地



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

４
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の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

選
挙
区
別

　

秋
田
市　
　
　
　
　
　

八
九
、
四
五
八

　

能
代
市
山
本
郡　
　
　

二
六
、
七
三
三

　

横
手
市　
　
　
　
　
　

二
八
、
四
一
六

　

大
館
市　
　
　
　
　
　

二
二
、
六
五
六

　

男
鹿
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
九
三

　

湯
沢
市
雄
勝
郡　
　
　

二
〇
、
八
六
四

　

鹿
角
市
鹿
角
郡　
　
　

一
一
、
八
七
九

　

由
利
本
荘
市　
　
　
　

二
四
、
三
五
八

　

潟
上
市　
　
　
　
　
　
　

九
、
七
二
二

　

大
仙
市
仙
北
郡　
　
　

三
二
、
二
二
〇

　

北
秋
田
市
北
秋
田
郡　

一
一
、
七
五
二

　

に
か
ほ
市　
　
　
　
　
　

七
、
八
三
一

　

仙
北
市　
　
　
　
　
　
　

八
、
七
一
八

　

南
秋
田
郡　
　
　
　
　
　

七
、
六
五
七

　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
二
号
）
公
布
秋
田
県
規
則
第
二

十
三
号
（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）

　

（
原
稿
誤
り
）

　

十
八　
　

中　
　
　

二
十
七　
　

第
四
十
四
条
の
二　

第
四
十
四
条
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
項　
　
　
　
　

第
一
項

 

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤


